
生活交通の確保 

国土交通省 

平成２３年９月 

資料２－１－２ 



    目  次   

１ 日常生活と交通              

 ・尐子高齢化の推移・予測 
 ・三大都市圏及び地方圏における人口予測  
 ・地方における高齢化の進展 
 ・まちの拡散 
 ・公共交通空白地域の拡大 
 ・人口密度と交通機関の選択 
 ・地方における公共交通の課題 
 ・買い物難民の増加 
 ・暮らしのなかでの主なニーズ 
 ・暮らしの中で移動に関わることに関する改善方策 
 ・病院への行きやすさ 
 ・自家用車の利用可能性とモビリティ 
 ・高齢化と運転免許 
 ・高齢者の外出ニーズ 
 ・居住継続の意向（年代別） 
 ・地方部（非人口集中地区）における交通  

 ・・・・・・・・・ -  1 
 ・・・・・・・・・ -  ２ 
 ・・・・・・・・・ -  ３ 
  ・・・・・・・・ -  ４ 
 ・・・・・・・・・ -  ５ 
 ・・・・・・・・・ -  ６ 
 ・・・・・・・・・ -  ７ 
 ・・・・・・・・・ -  ８ 
 ・・・・・・・・・ -  ９ 
 ・・・・・・・・・ - 10 
 ・・・・・・・・・ - 11 
 ・・・・・・・・・ - 12 
 ・・・・・・・・・ - 13 
 ・・・・・・・・・ - 14 
 ・・・・・・・・・ - 15 
 ・・・・・・・・・ - 16 
      



    目  次   

２ 交通事業者の実態             

 ・各交通機関の輸送機関分担率の推移（北海道・富山県・高知県） 
 ・各交通機関の輸送人員の推移（北海道・富山県・高知県）   
 ・道路運送法の体系 
 ・バス交通をめぐる危機的状況① 
 ・バス交通をめぐる危機的状況② 
 ・一般路線バスの維持費用の負担状況 
 ・乗合バス事業の収支構成の変化 
 ・コミュニティバス・乗合タクシーの輸送状況 
 ・コミュニティバスの状況（路線バスとの比較） 
 ・福祉タクシー・自家用有償運送の輸送状況 
 ・デマンド交通 
 ・地域鉄道をめぐる危機的状況① 
 ・地域鉄道をめぐる危機的状況② 
 ・離島における交通費 
 ・離島航路の現状 
 ・離島航空路の現状  

      ・・・・ - 17 
   ・・・・・・・ - 18 
 ・・・・・・・・・ - 19 
 ・・・・・・・・・ - 20 
 ・・・・・・・・・ - 21 
 ・・・・・・・・・ - 22 
 ・・・・・・・・・ - 23 
 ・・・・・・・・・ - 24 
 ・・・・・・・・・ - 25 
 ・・・・・・・・・ - 26 
 ・・・・・・・・・ - 27 
 ・・・・・・・・・ - 28 
 ・・・・・・・・・ - 29 
 ・・・・・・・・・ - 30 
 ・・・・・・・・・ - 31 
 ・・・・・・・・・ - 32 
      



    目  次   

３ 生活交通に関する施策              
 ・これまでの公共交通に関する政策について 
 ・需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について①  
 ・需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について② 
 ・需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について③ 
 ・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 
 ・地域公共交通活性化・再生総合事業 
 ・地域公共交通活性化・再生総合事業の認定件数 
 ・市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状① 
 ・市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状② 
 ・市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状③ 
 ・市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状④ 
 ・総合連携計画策定に当たっての論点【総論】 
 ・総合連携計画策定に当たっての論点【①問題の把握】 
 ・総合連携計画策定に当たっての論点【②目標の設定】 
 ・総合連携計画策定に当たっての論点【③計画の策定】 
 ・総合連携計画策定に当たっての論点【④評価・分析】 
 ・弟子屈町地域公共交通活性化協議会 
 ・八戸市地域公共交通会議 
 ・三条市地域公共交通協議会 
 ・南房総市地域公共交通活性化協議会 
 ・山口市公共交通委員会 

 ・・・・・・・・・ - 33 
     ・・・・・ - 34 
     ・・・・・ - 35 
     ・・・・・ - 36 
 ・・・・・・・・・ - 37 
 ・・・・・・・・・ - 38 
 ・・・・・・・・・ - 39 
 ・・・・・・・・・ - 40 
 ・・・・・・・・・ - 41 
 ・・・・・・・・・ - 42 
 ・・・・・・・・・ - 43 
 ・・・・・・・・・ - 44 
 ・・・・・・・・・ - 45 
 ・・・・・・・・・ - 46 
 ・・・・・・・・・ - 47 
 ・・・・・・・・・ - 48 
 ・・・・・・・・・ - 49 
 ・・・・・・・・・ - 50 
 ・・・・・・・・・ - 51 
 ・・・・・・・・・ - 52 
 ・・・・・・・・・ - 53 
      



    目  次   

 ・地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル戦略～ 
 ・地域公共交通への財政支援における国の役割  
 ・地域公共交通確保維持改善事業の活用例（北海道当別町の例） 
 ・東日本大震災に係る「地域公共交通確保維持改善事業」の対応措置について 
  
 ・（参考）各国の地域公共交通に関する制度 

     ・・・・・ - 54 
     ・・・・・ - 55 
     ・・・・・ - 56 
           - 57 
      
 ・・・・・・・・・ - 58     



１ 日常生活と交通 



（2005～2009年：総務省「人口推計」、2010～2050年：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（中位推計）） 
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総人口 

15歳未満割合 

65歳以上割合 

（総人口：千人） （15歳未満率） 
（65歳以上率） 

（年） 

2005年 
約20.0％ 

2023年 
約30.0％ 

2050年 
約40.0％ 

2005年 
約1.27億人 

2024年 
約1.20億人 

2045年 
約1億人 

2050年 
約9500万人 

2005年 
約14.0％ 2025年 

約10.0％ 

2050年 
約8.5％ 

 尐子高齢化が急速に進行しており、２０５０年には総人口の約４０％が６５歳以上になる見
通し。 

日常生活と交通 

尐子高齢化の推移・予測 
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ブロックごとの人口の推移 
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 人口減尐は、特に地方において顕著。 

日常生活と交通 

三大都市圏及び地方圏における人口予測 

三大都市圏と地方圏の人口増減率（推計） 

出所：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所 

    「日本の都道府県別将来推計人口（平成１９年５月推計）」により国土交通省作成 

三大都市圏：東京圏（埼玉・千葉・東京・神奈川）名古屋圏（岐阜・愛知・三重）関西圏（京都・大阪・兵庫・奈良） 

地方圏：三大都市圏以外 

増減率（％） 
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地方における高齢化の進展 
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 高齢化についても、地方においてより進行している状況。 

図 高齢化率の推移 

S50 H17 

高齢者人口の割合
■： 5％以下
■： 5～10％
■：10～20％
■：20～30％
■：30～40％
■：40％超～

高齢者人口の割合
■： 5％以下
■： 5～10％
■：10～20％
■：20～30％
■：30～40％
■：40％超～

出典：国勢調査・地域メッシュ統計（総務省） 

注）高齢者人口とは、６５歳以上人口。 
注）都市圏は、「都市・地域レポート2005」により設定された85都市圏を用

い、平成18年度末の市町村合併により、既に都市圏に編入された区域
を合わせて都市圏と整理した。 

Ｓ５０ Ｈ１７ 差（Ｈ１７－Ｓ５０） 

全国 ７．９％ ２０．１％ １２．２％ 

都市圏内 ７．４％ １９．２％ １１．８％ 

都市圏外 １１．２％ ２７．７％ １６．５％ 

表 圏域別の高齢化率の推移 

日常生活と交通 

地方における高齢化の進展 
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より安くて広い手頃な住宅を手に入れることができる 

自然の近くでゆっくり暮らすことができる 

利便性の高い暮らしができる 

空き店舗が増加するなどまちの中心部が衰退してしまう 

自動車を利用することが多くなり地球環境に負荷をかけてしまう 

農地や林が開発され、環境に負荷をかけてしまう 

公共施設やインフラの整備が必要になり自治体の財政負担が増えてし

まう 

高齢者など車を運転できない人にとっては不便になってしまう 

■これまで、日本のまちは、郊外や農村部などまちの周辺部へ徐々に拡大していきました。まちが

拡大し、人々が広い範囲に拡散して居住することについては、次の項目のような利点や欠点が一

般に指摘されています。あなたは、人々が広い範囲に拡散して居住することについて、次のそれぞ

れの項目に対して、どのくらい共感できますか。 

共感できる どちらかといえば共感できる どちらかといえば共感できない 共感できない わからない 無回答 

出典：国土交通白書（平成２１年度） 4 

日常生活と交通 

 郊外化により交通に丌便を感じるようになるのではと考える人は多い。 
まちの拡散 

 郊外化により自然の近くでゆっくり暮らすことができると考える人が多い一方、車を運転で
きない人にとっては、丌便になってしまうと考える人も多い状況。 



  
日本全体 

（総面積377,915㎞2） 

交通空白地域 
（バス停600m・ 

鉄道駅1km圏外） 

交通空白地域 
の割合 

可住面積 117,600㎞2 36,433㎞2 
30.9％ 
（9.6%） 

人口 
127,768千人 

（1086人／1㎞2） 
2,423千人 

（67人／1㎞2） 
1.9% 

うち高齢者人口 27,470千人 731千人 2.7% 

（出典）平成17年国勢調査結果及び「バスネットワークの実態分析調査報告書」（社団法人日本バス協会）より国土交通省作成 

 交通空白地域の可住面積は36,433km2（九州島(※)に匹敵）。 
 交通空白地域への居住割合は、高齢者の方がより高い状況。 

(※) 九州島の面積は36,749km2 

日常生活と交通 

公共交通空白地域の拡大 

5 



人口密度と交通機関の選択 
日常生活と交通 

人口密度と公共交通・自動車の相関
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市街地（DID）人口密度（人/ha）

利用率

H11自動車 H17自動車 H11公共交通 H17公共交通

資料）国土交通省「全国都市交通特性調査」（平成１７年）

人口密度と公共交通利用率・自動車利用率の相関  

人口密度が高いほど、 

公共交通利用率が高い 人口密度が低いほど、 

自動車利用率が高く、 

その増加スピードも速い 

出典：国土交通白書(平成２０年度） 6 

 人口密度が高いほど、公共交通利用率が高いが、人口密度が低いほど、自動車利用率が高 
 く、その増加スピードも速い。 

※全国４１都市に対する調査結果：千葉市、東京区部、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、所沢市、松戸市、堺市、奈良市、
岐阜市、春日井市、宇治市、札幌市、仙台市、広島市、北九州市、福岡市、塩竃市、呉市、宇都宮市、金沢市、静岡市、熊本市、鹿児島市、弘前
市、盛岡市、郡山市、松江市、徳島市、高知市、山梨市、海南市、安来市、南国市、湯沢市、上越市、今治市、人吉市 



地方における公共交通の課題 
日常生活と交通 

 非人口集中地区（非DID地区）においてはバスの収支率は50%程度と推定され、当該地域  
 においては公的支援なくして運行の確保・維持が困難。 

0% 
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60% 

80% 

100% 

120% 

140% 

160% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

地域内における非ＤＩＤ地区に居住する者の割合 

収
支
率 

バス事業の収支率と非人口集中地区（非DID地区）の関係 
（全国207生活圏ごとの地域内の非ＤＩＤ地区居住者割合とバス事業の収支率をクロス） 

出典：平成１７年度国勢調査及び国土交通省調べ 7 
※DID地区とは、国勢調査基本単位区等が、原則として人口密度4000人/km2以上が隣接しかつ隣接した地域の人口
が国勢調査時に5000人以上を有する地域。それ以外の地域が非ＤＩＤ地区である。 



出典：「地域生活インフラを支える流通のあり方研究会報告書（平成22年5月）」 
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13年 
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16.6%  
×  

3700万人 
（６０歳以上の人口） 

↓ 
600万人 

「買い物難民」の推計値 

8 

買い物難民の増加 
 買い物の丌自由を感じる「買い物難民」が６００万人を超える状況。 

日常生活と交通 

（％） 

※全国の６０歳以上の男女に対する調査結果 
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過疎地 

地方圏 
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不満 
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店舗・商店が集積していない 

金融機関、役所、病院等が集

積していない 

公共交通機関で行きずらい 

200万都市 

大都市 

中都市 
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町村 

暮らしのなかでの主なニーズ 
日常生活と交通 

出典：国土交通白書(平成２０年度） 

○日常的な生活活動や活動の場に関するニーズ ○公共交通に関する満足度 

％ 

％ 

％ 

9 

 都市の規模が小さくなるほど、公共交通機関で移動しにくいとの評価が大きくなる傾向。 
 過疎地ほど公共交通に関する満足度が低くなる傾向。 

（※）大都市：200万都市を除く人口100万人以上の政令指定都市    
   中都市：人口10万人以上の都市 
   小都市：人口10万人未満の都市 

（※）三大都市圏：東京圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、名古屋圏 
（岐阜県、愛知県、三重県）、大阪圏（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県） 
   地方圏：三大都市圏以外 
   過疎地：過疎地域自立促進特別措置法第２条及び第３３条に該当する区域 



暮らしの中で移動に関わることに関する改善方策 
日常生活と交通 

出典：国土交通白書（平成２０年度） 10 

 今ある公共交通サービスの利便性向上や新たな交通サービス提供に対するニーズは大きい。 

○地方圏（※）における日々の移動を便利にするための方策 

42.2% 

50.8% 

38.7% 

11.3% 

14.4% 

19.3% 

28.8% 

1.0% 

13.6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

1.中心市街地に様々な施設を集めるとともに、そこへのアクセスを向

上させる 

2.鉄道やバスの増便や路線の工夫などで今ある公共交通サービスの

利便性を向上させる 

3.福祉タクシー、乗合タクシー、コミュニティバスなど、小回りが利く自

由度の高い交通サービスを実現させる 

4.道路と鉄道・水路などどちらでも走行できるような新しい乗り物の技

術開発をする 

5.移動中に携帯電話で自分の位置や目的地までの経路を確認したり

運行や乗換え等の情報を取得したりできる技術開発 

6.外出しなくてもよいように宅配サービスや訪問診療等を充実させる 

7.尐ない移動で済む場所に、役所の出先施設や商店等を配置させる 

8.その他 

9.わからない 

（※）三大都市圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）以外の道県のこと。 



○自動車利用による病院へのアクセシビリティ ○公共交通利用による病院へのアクセシビリティ 

出典：国土交通政策研究所資料 

日常生活と交通 

病院への行きやすさ 
 自動車を利用する方が公共交通を利用するよりアクセスが良い傾向。 

11 

凡例 

 

※アクセシビリティ指標は、値が小さいほど、アク
セスが良いことを示す 

アクセシビリティ
指標 

一般化費用 
所要時間（分） 

自動車・ 
移動距離例（km） 

公共交通・移動距離例（km） 

0-400 0-1.68 0.0-0.8km 0.0-0.1km （徒歩のみ） 

401-500 1.68-3.68 0.8-1.8km 0.1-0.3km （徒歩のみ） 

501-600 3.68-5.68 1.8-2.8km 0.3-0.5km （徒歩のみ） 

601-900 5.68-11.68 2.8-5.8km 0.5-1.2km （うち、バス0-0.7ｋｍ） 
901-1,200 11.68-17.69 5.8-8.8km 1.2-2.7km （うち、バス0.7-2.2km） 
1,201-1,500 17.69-23.69 8.8-11.8km 2.7-4.3km （うち、バス2.2-3.8km） 
1,501-1,800 23.69-29.70 11.8-14.9km 4.3-5.8km （うち、バス3.8-5.4km） 
1,801- 29.70 14.9km- 5.8km-  

※時間価値 50円/分 
※公共交通利用は、メッシュ中心からバス停までの距離を240m(3分）と仮定した場合の移動距離 

出典：国土交通政策研究所資料 

※居住地から病院（病床20床以上）２カ所までの  
 一般化費用の平均 



0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2 

三大都市圏 地方都市圏 

車あり 車なし 

自家用車の利用可能性とモビリティ 
日常生活と交通 

 自家用車を利用できる者に比べ、利用できない者の一日当たりのトリップ数が低い状況。
（徒歩、自転車を除くとトリップ数の栺差はさらに拡大。）  
 また、自家用車の利用可能性の有無による１日当たりのトリップ数の栺差は、三大都市圏  
 では▲１６％、地方都市圏では▲２６％と、地方の方が開きが大きい状況。  
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0.60  

0.65  

0.70  

0.75  

0.80  

0.85  

0.90  

0.95  

1.00  

三大都市圏 地方都市圏 

車あり 車なし 

（2.9回
／日） 

１日当たり
のトリップ
数（「車あ
り」）を1と
した場合 

（2.5回
／日） 

（2.1回
／日） 

（2.2回
／日） 

１６ 
 ％ 
低 
い 

２６ 
 ％ 
低 
い 

○自家用車の利用可能性とトリップ数 

出典：平成１７年全国都市交通特性調査 

１日当た
りのトリッ
プ数（自
転車・徒
歩を除く） 

１ 
／ 
２ 

１ 
／ 
３ 

○自家用車の利用可能性とトリップ数（徒歩・自転車を除く） 

※三大都市圏：千葉市、東京区部、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、所沢市、松戸市、堺市、奈良市、岐阜市、春日井市、宇治市 
 地方都市圏：札幌市、仙台市、広島市、北九州市、福岡市、塩竃市、呉市、宇都宮市、金沢市、静岡市、熊本市、鹿児島市、弘前市、盛岡市、郡山市、  
       松江市、徳島市、高知市、山梨市、海南市、安来市、南国市、湯沢市、上越市、今治市、人吉市 



高齢化と運転免許 
日常生活と交通 

 高齢者ほど運転免許の保有率は低い。 
 運転しなくなってから、公共交通機関を移動手段とする人が多い状況。 
 高齢者の死亡事故比率は年々増加。 

5.0% 

7.0% 

9.0% 

11.0% 

13.0% 

15.0% 

17.0% 

19.0% 

21.0% 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

全体に占める高齢

者（第１当事者）死

亡事故比率 

高齢者（65歳以上） 

高齢者以外 

出典：平成17年全国都市交通特性調査 出典：交通事故統計 

運転操作が不適切なため
に起きた死亡事故の比率 

○年齢区分別・都市圏別運転免許の保有状況 

○運転しなくなってからの移動手段の変化 ○高齢者と交通事故 
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出典：平成17年全国都市
交通特性調査 



高齢者の外出ニーズ 
日常生活と交通 

37.3 

53.8 

59.1 

66.9 

74.1 

61.9 

21.5 

23.0 

24.5 

22.5 

17.5 

21.6 

20.2 

13.9 

11.7 

7.4 

7.5 

10.7 

13.9 

5.6 

2.8 

2.4 

0.6 

3.7 

7.1 

3.6 

1.9 

0.7 

0.3 

2.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.1 

0.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80歳以上 (367)

75～79歳 (552)

70～74歳 (751)

65～69歳 (888)

60～64歳 (926)

総 数 (3484)

ほぼ毎日 週3～4日程度 週1～2日程度 1か月に1～3回 ほとんどしない わからない

出典：平成21年度高齢者の地域におけるライフスタイルに関する調査結果（内閣府） 

○高齢者の外出頻度（全国６０歳以上の男女に対する調査結果） 
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 高齢者の多くはほぼ毎日外出しており、外出ニーズは大きい。 



出典：国土交通省「人口減尐・高齢化の進んだ集落等を対象とした「日常生活に関するアンケート調査」」 

 ６５歳以上の高齢者が人口の５０％以上の集落を含む地区に居住する世帯主（全国から２０地区選定） 

日常生活と交通 

居住継続の意向（年代別） 
 高齢者が過半を占める集落においては、高齢者は、将来も住み続けたいと考えている一方、

若年層は、将来は別の地域に移りたいと考えている。 
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15.0% 

20.0% 
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30.0% 

35.0% 

0 
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非人口集中地区 ６５歳以上 

非人口集中地区 ６５歳未満 

65歳以上比率 

（単位：万人） 

地方部（非人口集中地区）における人口構成の推移／予測 

出展：農林水産白書（平成２１年度） 

日常生活と交通 

地方部（非人口集中地区）における交通 

 地方部の高齢者人口は今後さらに上昇。  
 高齢者にとっては長年住み慣れた土地を離れることは容易ではない。  
 地方部に居住している高齢者等の日常生活において、移動手段の確保は待ったなしの課題。 

16 



２ 交通事業者の実態 
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0% 
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20% 
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9% 
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12% 

3% 4% 3% 

66% 
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91% 91% 91% 

JR（国鉄） 民鉄 バス 自動車 

（北海道） （富山県） （高知県） 

出典：地域交通年報、自動車輸送統計年報 

（注） 自動車輸送量は地方運輸局別輸送量を都道府県別登録自動車数の比率により算出したものである。貨物自動車及び軽自動車分を除く。 17 

交通事業者の実態 

各交通機関の輸送機関分担率の推移（北海道・富山県・高知県） 

 地方においては、バスを除く自動車による輸送が重要度を増しているところ。一方で、公共
交通機関のシェアが小さくなっており、高齢者や生徒等の交通手段の確保が課題。 
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交通事業者の実態 

各交通機関の輸送人員の推移（北海道・富山県・高知県） 
 バスを除く自動車の利用が増える一方で、各公共交通機関の輸送人員は減尐。 

出典：地域交通年報、自動車輸送統計年報 

（注） 自動車輸送量は地方運輸局別輸送量を都道府県別登録自動車数の比率により算出したものである。貨物自動車及び軽自動車分を除く。 
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交通事業者の実態 

道路運送法の体系 
 旅客運送には様々な形態が存在。 

19 
法＝道路運送法 

省＝道路運送法施行規則 

        具体例 

旅客自動車運送事業 
（法§2） 

一般旅客自動車運送事業
（法§3） 

一般乗合旅客自動車
運送事業 
（法§3） 

路線定期運行 
（省§3の3） 

・一般バス 
・コミュニティバス 
・定時定路線型乗合タクシー 
・高速バス 
・定期観光バス 

路線不定期運行 
（省§3の3） 

・コミュニティバス 
 

区域運行 
（省§3の3） 

・デマンド型乗合タクシー 

一般貸切旅客自動車運送事業 
（法§3） 

・観光バス 
・スクールバス                

一般乗用旅客自動車運送事業 
（法§3） 

・ハイヤー 
・タクシー 
・福祉タクシー 

特定旅客自動車運送事業（法§3） 
・特定の事業所への通勤用等の送迎バス 

国土交通大臣の許可を受けた場合等における、貸切バス事業者、タクシー事業者による乗合
旅客の運送（法§21） 

・工事期間中の鉄道代行バス  
・イベント送迎シャトルバス                             

自家用自動車によ
る有償の旅客運送 
（法§78） 

自家用有償旅客運送（法
§78） 

市町村運営有償運送（省§51）   

過疎地有償運送（省§51）   

福祉有償運送（省§51）   

国土交通大臣の許可を受けて行う運送（法§78） ・幼稚園送迎バス 

災害のため緊急を要するときに行う運送（法§78）   



乗合バス事業者の収支 
（Ｈ２１年度） 

（保有車両３０両以上の事業者） 

輸送人員の推移 
（H12年度を100とした場合） 
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31% 
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赤字 
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交通事業者の実態 

バス交通をめぐる危機的状況① 
 乗合バス事業者において民間事業者の約７割、公営事業者は約９割が赤字。 
 特に地方部において輸送人員の減尐に歯止めがかからない状況。 



廃止路線キロ 

１８年度 ２，９９９ 

１９年度 １，８３２ 

２０年度 １，９１１ 

２１年度 １，８５６ 

計 ８，５９８ 

(※)稚内市－鹿児島市間の距離は約1,810
キロメートル 

平成１１年以降の法的整理の事例 

   

民事再生法 

○那覇交通㈱    ○北都交通㈱  

○茨城交通㈱    ○富士交通㈱ 

○琉球バス㈱      ○岩手県北自動車㈱ 

会社更生法 

○京都交通㈱ ○水間鉄道㈱ ○福島交通㈱ 

その他 
○大分バス㈱（私的整理） 

○常磐交通自動車㈱（特別清算） 

○中国バス㈱（私的整理） 

産業活力再生特別措置法関係 

産業再生機構支援 

○九州産業交通㈱  ○関東自動車㈱ 

○宮崎交通㈱ 

○北海道旅客鉄道㈱（ＪＲ北海道バス㈱） 

○箱根登山鉄道㈱ 

○いわさきコーポレーション 

○立山黒部貫光㈱ 

○国際興業㈱ 

○㈱日立電鉄バス他４社 

○アルピコグループ松本電鉄他３社 

乗合バスの路線廃止状況 
（高速バスを除く） 

地方バスに関する新聞記事 
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交通事業者の実態 

バス交通をめぐる危機的状況② 
 バス事業者の倒産、路線廃止が相次ぎ、毎年2000km（稚内市－鹿児島市間(※)に匹敵）

程度のバス路線が完全に廃止。 



黒字路線 

・マイカーの普及、尐子化 
 等に伴う輸送人員の減尐 
（特に地方の郡部は深刻） 
    等 

高速バス 

貸切バス 

・ツアーバスとの競争激化 等 

・新規参入の増加に伴う 
 競争の激化       等 

余
力
低
下 

運送費用 

運送収入 

公的補助 

内部補てん※ 

赤字系統 
の赤字 

 
【20年度】 

約28,000系統 
▲約2,700億円 

 
【16年度】 

 約24,000系統 
▲約2,400億円 

兼営事業 
の利益 

（内部補助） 
（広義） 

黒字系統の黒字 
（内部補助）（狭義） 

【20年度】 
約10,000系統/約1,100億円 
【16年度】 
約10,000系統/約1,200億円 

行政の補助 
 

【20年度】約600億円 
【16年度】約500億円 

           20年度  （16年度） 
うち、国庫      80億円（73億円） 
   都道府県 142億円（157億円） 
   市区町村 393億円（246億円） 

 地方分(※） 

  535億円 
（403億円）  

補てん不足額
（欠損） 

【20年度】 

約1,000 
億円 

【16年度】 

約700 
億円 

内部補助 

内部補助 

路線廃止や経営破たんの原因に 

減尐 

減尐 

減尐 

減尐 

交通事業者の実態 

一般路線バスの維持費用の負担状況 
 従来は黒字路線、高速バス等の内部補助が相当程度行われていたが、マイカーの普及等を 
 背景に、事業の収益性が低下し、内部補助が困難。 
 人件費を中心とするコストカットも限界であり、公的支援の充実なしには路線・便数を維 
 持することが困難な状況。 
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（※）地方負担分の８割については国が財政措置を講じている。 



運送収入 

その他収入 

人件費 

その他経費 

燃料油脂費 

収支差 

平成16年度 

７，４２０億円（９５．４％） 

３６０億円（４．６％） 

５，３５６億円（６３．７％） 

２，５０５億円（２９．８％） 

５４５億円（６．５％） 

７，７８０億円（１００％） 

８，４０５億円（１００％） 

△６２５億円 

平成20年度 

７，１１２億円（９５．４％） 

３４３億円（４．６％） 

４，５４７億円（５６．４％） 

２，７４４億円（３４．１％） 

７６９億円（９．５％） 

７，４５６億円（１００％） 

８，０６０億円（１００％） 

△６０４億円 

▲３０８億円 
（０．０Ｐ） 

▲１６億円 
（０．０Ｐ） 

▲８０９億円 
（△７．３Ｐ） 

２２４億円 
（＋３．０Ｐ） 

２４０億円 
（＋４．３Ｐ） 

年度差 

収入 

費用 

備考：３０両以上の事業者 

交通事業者の実態 

乗合バス事業の収支構成の変化 

 運送収入の減収や燃料油脂費等の増加に対し、人件費削減で対応している状況。 
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      平成２０年度の乗合バス輸送実績 
（単位：億人） 
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コミュニティバス・乗合タクシーの輸送状況 
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コミュニティバスの導入状況 乗合タクシーの導入状況 

路線バス 
（30両以上の事業者） 

高速 
バス 

路線 
バス 
（29両 
以下） 

コミュニ 

ティバス 

・乗合タク
シー 

40.1 1.1 1.0 0.8 

93.2% 2.6% 2.3% 1.9% 

年度 
年度 

※個別調査による。 

総計４３億人 

※個別調査による。事業者数は、団地型・過疎型等の形態により重複しており、
延べ数。 

※一般乗合旅客運送事業の輸送実績報告書から集計。 

事業種別 系統数 輸送人員 

コミュニティバス 4,314系統 ７７百万人 

乗合タクシー 232区域 ３百万人 

1619 

2302 
2168 

2377 

813 
927 895 919 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

18 19 20 21 

コース数 

事業者数 

交通事業者の実態 

コミュニティバス・乗合タクシーの輸送状況 
 コミュニティバスや乗合タクシーの導入が進んでいる状況。 



交通事業者の実態 

コミュニティバスの状況（路線バスとの比較） 

 コミュニティバスの導入が増える一方、既存路線バスとの競合問題を抱えている状況。 

あり 
42.4% 

なし 
50.7% 

未回答 
6.9% 

路線バス撤退予

定 
2.2% 

路線バス

縮小予定 
25.4% 

コミバス撤退予

定 
3.4% コミバス縮

小予定 
4.3% 

現状維持 
15.0% 

検討中・未定 
5.6% 

コミバス増設 
0.2% 

無回答 
43.9% 

項目 単位 値 参考：路線バス 

系統数 系統 4,314 41,861 

走行キロ 千キロ 96,927 1,945,490 

輸送人員 千人 76,767 4,067,692 

輸送人員キロ 人キロ 363,617 18,044,688 

１人平均乗車キロ ｋｍ 4.7 4.5 

平均乗車密度 人 3.8 9.4 

運送収入 百万円 14,096 721,601 

運送支出 百万 35,179 840,552 

収支率 ％ 40.1 85.8 

903  

1,188  
1,008  

1,727  

0  

200  

400  

600  

800  

1,000  

1,200  

1,400  

1,600  

1,800  

2,000  

平成１１年以前 平成１２～１４年度 平成１５～１７年度 平成１８～２０年度 

○コミュニティバスの導入時期 （系統数） ○輸送実績 

○路線バスとの競合の有無 ○競合路線の今後の対応 

出典：社団法人日本バス協会「バスネットワークの実態分析調査報告書」 25 
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交通事業者の実態 

福祉タクシー・自家用有償旅客運送の輸送状況 
 福祉タクシーや公共交通機関を補完する自家用有償旅客運送が増加している。 

7,809 8,131 
8,574 

12,272 
12,527 

13,107 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

19 20 21 

福祉タクシー（※）の導入状況 

事業者数 車両数 

227 156 135 

469 412 430 

2,320 2,327 2,333 

57 57 66 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

19 20 21 

自家用有償旅客運送の導入状況（１） 団体数 

市町村（福祉） 

市町村（交通空白） 

福祉 

過疎地 

676 476 468 

1,875 2,059 2,275 

13,605 14,035 14,377 

386 438 464 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

16,000 

19 20 21 

自家用有償旅客運送の導入状況（２） 車両数 

市町村（福祉） 

市町村（交通空白） 

福祉 

過疎地 

年度 

年度 

年度 

（※） 地方自治体では障がい者輸送に対する支援策として、福祉タクシー等の利用者に対する補助を実施している。 
（注） 市町村（福祉）：市町村有償運送（市町村福祉輸送：市町村の住民のうち、身体障がい者や要介護者等の支援のために市町村自らが行う運送。） 
    市町村（交通空白）：市町村有償運送（交通空白輸送：交通空白地帯において、市町村自らが行う、当該市町村の住民の旅客輸送の確保のために必要な運送。） 
    福祉：福祉有償運送（ＮＰＯ等が定員１１人未満の自動車を使用して行う、身体障がい者や要介護者等の運送） 
    過疎地：過疎地有償運送（ＮＰＯ等が過疎地域等において行う、当該地域内の住民等の運送） 



 電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う形態。 

デマンド交通 
交通事業者の実態 

電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う 
公共交通の一形態 

まとまった需要がある場合 

定時定路線のバスが適する デマンド交通が適する 

交通手段の選択 

送迎 

電話予約 

需要に応じた運行が可能だが 
予約が必要 

決まった時刻にバス停に 
行けばバスに乗れる 

◆路線バス・コミュニティバス  ◆デマンド交通 

デマンド交通システムの選定 

ＰＣでデータ管理、配車情報 
通信、運行計画作成などを実施 

 ＰＣを活用せず、 
 タクシー無線での配車等    
 を実施 

需要（利用人数）が 
多い場合 

需要（利用人数）が 
尐ない場合 

◆ ＩＴ活用型が適する ◆ 非ＩＴ型が適する 

概 念 

需要が分散している場合 

ＩＴ活用型 非ＩＴ型 

神奈川県 鎌倉市

和歌山県 みなべ町

有田市

福島県 伊達市 南相馬市

双葉町 本宮市

浪江町 会津美里町

国見町 大熊町

田村市 新地町

二本松市 只見町

中島村

岩手県 雫石町

奥州市

一戸町

宮城県 角田市

栗原市

丸森町

女川町

東松島市

加美町

気仙沼市(大島)

登米市

北海道 帯広市

伊達市

富良野市

士別市

初山別村

山形県 川西町 三川町

高畠町 遊佐町

飯豊町 鶴岡市

庄内町 酒田市

白鷹町

青森県 八戸市

岡山県 和気町

倉敶市

総社市

岡山市

真庭市

高梁市

熊本県 菊池市 美里町

熊本市 阿蘇市

人吉市 宇城市

大津町 上天草市

植木町 山鹿市

島根県 雲南市

斐川町

出雲市

吉賀町

浜田市

佐賀県 嬉野市

小城市

長崎県 大村市

大分県 大分市

日田市

奈良県 五條市

東京都 渋谷区 目黒区

檜原村

埼玉県 騎西町福井県 高浜町

栃木県 芳賀町

佐野市
群馬県 前橋市

愛知県 江南市

小牧市

豊田市

三好町

稲沢市

岐阜県 郡上市

飛騨市

多治見市

揖斐郡大野町

静岡県 富士宮市

山梨県 身延町 増穂町

茨城県 古河市 筑西市

石岡市 城里町

笠間市 東海村

桜川市 行方市

神栖市 利根町

常総市 常陸大宮市

千葉県 いすみ市

南房総市

酒々井町

滋賀県 東近江市

米原市

栗東市

湖南市

長浜市

甲賀市

彦根市

湖北町

西浅井町

石川県 宝達志水町

金沢市

富山県 富山市

長野県 安曇野市

上田市

東御市

佐久穂町

富士見町

飯綱町

長野市

木曽町
兵庫県 朝来市

宍粟市

広島県 三原市

安芸太田町

世羅町

庄原市

安芸高田市

神石高原町

三次市

北広島町

呉市

山口県 周南市

下関市 京都府 舞鶴市

綾部市

福知山市

宮津市

木津川市

伊根町
香川県 まんのう町

高知県 四万十市

いの町

愛媛県 四国中央市

伊方町

鳥取県 鳥取市

倉吉市

北栄町

江府町

伯耆町

日野町

福岡県 八女市

新潟県 胎内市

秋田県 仙北市

秋田市

※平成２１年１２月時点で１５８地域 

利用者
登録

自
治
体

商
工
会

社
会
福
祉
協
議
会

あ
り

な
し

あ
り

な
し

全
域

一
部

中
型
o
r
小
型
バ
ス

ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー

セ
ダ
ン
型
タ
ク
シ
ー

均
一
制

ゾ
ー
ン
制

制
限
な
し

自
治
体
住
民
限
定

６
５
歳
以
上
限
定

必
要

1 山形県川西町 ● ● ▲ ● ● ● 3 ● ●

2 広島県安芸太田町 ● ● ■ ● ● 8 ● ● ●

3 滋賀県東近江市 ● ● ■ ● ● 4 ● ●

4 和歌山県みなべ町 ● ● ■ ● ● ● 2 ● ●

5 山形県高畠町 Ａ社 ● ● ● ● ● 3 ● ● ●

6 長野県飯綱町 Ｂ社 ● ● ● ● ● 4 ● ● ●

7 島根県斐川町 ● ● ● ● ● 4 ● ● ●

8 茨城県神栖市 ● ● ▲ ● ● 9 ● ● ●

9 宮城県女川町 ● ● ● ● ● ● 5 ● ● ● ●

10 福島県南相馬市 ● ● ● ● ● ● 4 ● ● ●

11 福島県只見町 ● ● ● ● ● ● 4 ● ● ●

12 千葉県酒々井町 ● ● ● ● ● ● 4 ● ● ●

13
群馬県前橋市
（大胡・宮城・
　粕川地区）

Ｅ社 ● ● ● ● ● 4 ● ●

Ｉ
Ｔ
活
用
型

配車シート手渡方式

Ｃ社

配車情報通信方式

Ｄ社

運行エリア 車輌サイズ 運賃 対象者

非
Ｉ
Ｔ
型

配車シート手渡方式 －

タクシー無線活用方式 －

車
輌
台
数

導入地域 システム方式 開発・販売元

運営主体 基本ダイヤ
　　基本路線
▲：目的地限定
■：迂回型

＜デマンド交通の例＞ 
（国土交通省調べ） 
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・  そ　 の　 他　 ：上記以外で、事業構造の変更に伴って第三セクター化した鉄道事業者

　・  転換鉄道等　 ：旧国鉄のローカル線又は旧国鉄の工事凍結線で日本鉄道建設公団により建設された路線の経営を承継した鉄道事業者

・  並行在来線　 ：整備新幹線の開業に伴い、JR旅客鉄道株式会社から分離される並行する在来線の経営を承継した鉄道事業者

秋田内陸縦貫鉄道

 三陸鉄道

青い森鉄道

IGRいわて銀河鉄道

山形鉄道

阿武隈急行

会津鉄道

野岩鉄道

わたらせ渓谷鐵道

しなの鉄道

北越急行

由利高原鉄道

鹿島臨海鉄道

真岡鉄道

いすみ鉄道

長良川鉄道

樽見鉄道

北近畿タンゴ鉄道

天竜浜名湖鉄道

明知鉄道

若桜鉄道

智頭急行
錦川鉄道

井原鉄道

伊勢鉄道

愛知環状鉄道

信楽高原鐵道

平成筑豊鉄道

土佐くろしお鉄道

阿佐海岸鉄道

北条鉄道

甘木鉄道

松浦鉄道

南阿蘇鉄道

くま川鉄道

肥薩おれんじ鉄道

のと鉄道

万葉線

富山ライトレール
伊賀鉄道

えちぜん鉄道

ひたちなか海浜鉄道

　
　

上 田 電 鉄

和歌山電鐵

一 畑 電 車

神 戸 電 鉄土佐 電気 鉄道

十和田観光 電鉄

一 畑 電 車

養老鉄道

流　鉄

地域鉄道をめぐる危機的状況② 
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赤字：７６社（８３％） 

黒字：１６社（１７％） 

経常収支 
平成２１年度（鉄軌道業）          

輸送人員の推移 
（単位：千万人） 

昭和６２年から約１９％減尐 

年 度 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

輸
送

人
員

 

※昭和６３年度以降に開業した事業者を除く７１社 

60 

62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

出典：鉄道統計年報及び鉄道局調べによる 

 鉄道の輸送人員は逓減傾向にあり、約８割の事業者が赤字。 

地域鉄道をめぐる危機的状況① 

第三セクター鉄道４２社 位置図 【H22.4.1現在】 

中小民鉄５０社 位置図 【H22.4.1現在】 

交通事業者の実態 



（年度） 

（キロ） 

 平成12年度以降、全国で33路線・634.6㎞（東京－八戸間(※)に匹敵）の鉄軌道が廃止。 

地域鉄道をめぐる危機的状況② 

北海道ちほく高原鉄道 
（平成18年4月） 

下北交通 
（平成13年4月） 

南部縦貫鉄道 
（平成14年8月） 

くりはら田園鉄道 
（平成19年4月） 

日立電鉄 
（平成17年4月） 

京福電気鉄道 
永平寺線（平成14年10月） 

ＪＲ西日本可部線一部 
（平成15年１2月） 

西日本鉄道宮地岳線一部 
（平成19年4月） 

高千穂鉄道（平成20年12月） 
※一部は平成19年9月で廃止済 

南海電気鉄道 
和歌山港線（一部） 

（平成14年5月） 

鉄道 

島原鉄道一部 
（平成20年4月） 

三木鉄道 
（平成20年4月） 

名古屋鉄道 
岐阜市内線・美濃町線・田神線 

（平成17年4月） 

名古屋鉄道 
モンキーパーク・モノレール線 

（平成20年12月） 

有田鉄道 
（平成15年1月） 

桃花台新交通 
（平成18年10月） 

長野電鉄河東線（一部） 
（平成14年4月） 

のと鉄道 
七尾線一部（平成13年4月） 

能登線（平成17年4月） 
北陸鉄道 

石川線（平成21年11月） 

軌道 

西日本鉄道北九州線 
（平成12年11月） 

鹿島鉄道 
（平成19年4月） 

神岡鉄道 
（平成18年12月） 

名古屋鉄道 
竹鼻線・八百津線・揖斐線一部・

谷汲線（平成13年10月） 
三河線一部（平成16年4月） 

揖斐線（平成17年4月） 

(※)東京駅－八戸駅間東北新幹線営業キロ631.9km 

0

100
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300
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600

700

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

【平成１２年度以降の全国廃止路線長の推移】 

交通事業者の実態 

29 



出典：国土交通省「離島の生活構造改善に関する調査」（平成２２年） 

交通事業者の実態 

離島における交通費 

 離島における交通費の消費支出額に占める割合は全国平均よりも高い状況。 

○年間収入額及び月別消費支出額についての離島と全国の比較 

注：指数は、全国の値を100とした。なお、
各局項目の数値は二人以上世帯の数値。 
 

全国との比較のため、消費支出のうち「そ
の他の支出（仕送り金、社会保険料、借金
返済等）」を除いている。なお、消費支出の
額は「その他の支出」を除く費目の合計金
額である。 

各費目の数値は四捨五入（尐数第２位）し
ており、内訳と合計が一致しないことがあ
る。 
 

交通費の内訳の構成比は、島内交通費、
ガソリン代、島外交通費は、交通費に占め
る割合を掲載。船・飛行機運賃の構成費、
島外交通費に占める割合を記載。なお、全
国の船・飛行機運賃は、「航空運賃」と「他
の交通」の費用の合計である。「他の交
通」とは、鉄道、バス、タクシー、航空、有
料道路以外の交通機関の料金。 
 

離島地域の支出のウエイトが全国より10

ポイント以上高い項目を赤い網掛け。低い
項目を青い網掛けとした。 
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離島航路の現状 
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 離島の人口の減尐等により、輸送人員は減尐し、欠損が拡大。 
 バスや鉄道に比べて割高な運賃も課題。 

離島航路の現状 
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交通事業者の実態 
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離島航空路の現状 

 
 運航会社ごとの離島路線経常収支（平成２２年度）は 
 １１社中６社が赤字である。 
 
 黒字５社・・・ジャルエクスプレス、日本エアコミューター、 
         日本トランスオーシャン航空、 
         琉球エアーコミューター、スカイマーク 
 赤字６社・・・全日本空輸、北海道エアシステム、新中央航空、 
         オリエンタルエアブリッジ、日本航空インター 
         ナショナル、第一航空 

 

離島路線全体の経常収支（平成２２年度）は 

約３０億円の赤字である。 

離島航空路線 旅客数（千人） 運航便数（千便） 

平成２０年度 ６３ ４，８９０ ９１ 

平成２１年度 ６４ ４，６６６ ８９ 

平成２２年度 ６６ ４，５８９ ９３ 

黒字路線・・・３６路線 

赤字路線・・・３０路線  

      

平成１１年度 ６６ ５，０４０ １０４ 

（参 考） 

離島航空路線における路線数、旅客数及び運航便数の推移 

離島６６路線の経常収支 運航会社ごとの離島路線経常収支 

補助対象路線・・・１４路線 

 最も日常性を有する都市との間で、船舶等では２時間以上
要する単独の路線であって、赤字を計上しているもの。 

 

（全体の約４５％が 

      赤字路線） 

 

 離島航空路線における旅客数は減尐傾向であり、全体の５割近くが赤字路線。 

交通事業者の実態 



３ 生活交通に関する施策 



これまでの公共交通に関する政策について 
生活交通に関する施策 

 ○Ｈ１０年 ６月：「交通運輸における需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策等について」            
                                （運輸政策審議会総合部会 答申） 
 
 
 ○Ｈ１２年 ２月：貸切バス事業（道路運送法）、国内航空運送事業（航空法）の規制緩和 
 

 ○同    ３月：旅客鉄道事業（鉄道事業法）の規制緩和 
 
 ○同   １０月：国内旅客船事業（海上運送法）の規制緩和 
 

 ○Ｈ１４年 ２月：乗合バス事業・タクシー事業（道路運送法）の規制緩和 
 

 ○Ｈ１８年１０月：自家用有償旅客運送の登録制度の創設（道路運送法） 

 
 
 
 ○Ｈ１９年１０月：「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」施行 
 

 ○Ｈ２０年   ：「地域公共交通活性化・再生総合事業」創設 
 

 ○Ｈ２３年   ：「地域公共交通確保維持改善事業（生活交通サバイバル戦略）」創設 

 平成１０年６月の運輸政策審議会総合部会の答申を踏まえ、各事業の規制緩和や、地域公共
交通の活性化のための支援策を実施してきたところ。 

各事業の規制緩和等 

地域公共交通活性化のための支援策 
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需給調整規制廃止の背景 

○自家用交通の顕著な普及拡大  
⇒ 公共用交通の参入規制の有効性の
減尐  
 
○交通需要の一層の拡大  
⇒ 規模の経済性が作用しにくい段階へ 

○利用者の新しいニーズに対応し、サービスの多様化を図り、利用者が望ましいサービスを自由に選択できるような環境づくり  
 

○事業の効率化の促進によるコスト削減等を通して、利用者負担を軽減するための環境づくり 

○意欲ある事業者の参入が事実上妨げられる恐れ 
 

○意欲に乏しい事業者であっても事業の継続が可能  
⇒ 消費者のサービス需要の多様化への柔軟な対応が困難になる恐れ 
 

○国際的な大競争時代等により、従来以上に事業の効率性の確保が必要  

国内外における環境変化 

○国民の価値観の多様化・高度化 
 

○我が国産業全体をめぐる高コスト構造、空洞化 
⇒ 経済構造改革と財政構造改革が必要 
 

○高度情報通信社会の構築 
⇒ 我が国の経済社会構造の大きな変革 

○市場原理と自己責任の原則の下に、自由競争を促進し、産
業の一層の効率化・活性化、利用者ニーズの高度化に対応す
ることが重要 

国際環境 国内環境 

○企業がより有利な事業環境を求めて国を選ぶ大競争時
代の到来 
○グローバリゼーションの進展 
○安全保障環境の複雑化、経済活動の地球的規模の拡大 

○経済社会の成熟化、財政事情の悪化 
○価値観、意識等の多様化  
○我が国産業の空洞化 
○急速な高齢・尐子化 

需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について（H10.6.9 運輸政策審議会総合部会 答申）① 

生活交通に関する施策 
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①市場環境の活用のための交通運輸の課題 

交通運輸をめぐる環境変化と課題に対する行政の役割 

②市場原理の活用のみでは十分に対応できない諸課題 

（１）交通インフラの整備による市場環境整備 

○競争的な市場環境の整備が求められている中、特に交通イ
ンフラの整備は基盤的な役割を果たしており、経済のグローバ
ル化への対応を踏まえ、高コスト構造の是正に資する物流拠
点等の整備が課題 
 

⇒行政による交通インフラ整備 
 
（２）新たなニーズに対応した創造性豊かなサービスの供給 

○交通運輸に対するニーズが多様化しており、サービスの高
度化、積極的なビジネス展開に資するような環境整備が課題 
 

⇒新しいサービス提供のため情報提供、新技術に対する支
援、既存の技術基準見直し、競争の促進措置による市場環境
整備 
 
（３）競争の促進措置による市場環境整備 

○事業者の競争を促進するための措置により、競争市場を有
効に機能させることが必要 
 

⇒航空、海運分野における公平な競争を促進するための国際
交渉等 
 

（４）国際競争力の確保等のための良質かつ低廉なサービス
の供給 

○物流分野における高コスト構造是正のため、コスト縮減に向
けたインセンティブ、サービスの高度化を通じた事業の効率化
が課題 
 

⇒情報化を効率的に進めるための標準化、新技術開発等 

（１）域内（過密過疎地域等）における円滑な交通運輸の確保 
○都市部の交通渋滞・鉄道混雑を踏まえた対策が課題 

○需給調整規制撤廃等によるサービスの質の低下が懸念される生活交通維持が
課題 
 

⇒交通インフラ整備等のハード面と交通事業の運営等のソフト面の施策の一体的
遂行、交通渋滞緩和のための走行環境整備等、生活交通サービスの維持のため
の措置等 
 

（２）利用者が安心して利用できる交通運輸の確保 
○競争促進に伴うサービスの質の低下が懸念 
 

⇒運賃の高騰等を防止するための最低限の措置、利用者に対する情報開示の促
進等 
 

（３）モード間の連携・調整の強化 
○利用者ニーズに的確に対応するため、各モード間の連携が課題 
 

⇒結節点の整備によるモード間連携、ITS等の新技術導入に係るモード間調整 
 

（４）安全で災害に強い交通運輸の確保 
○一層の安全性の確保、災害時ネットワークの確保が課題 
 

⇒安全の確保を損なうことのないような措置、リダンダンシーの確保のための関係
者調整、災害時の危機管理対策等 
 

（５）高齢者・障害者等に利用しやすい交通環境の整備 
○高齢化の進展等より、バリアフリー化等により人にやさしい交通環境整備が重要 
 

⇒鉄道駅のエレベーター整備等に関する指針作成・設備助成等  
 

（６）環境にやさしい交通体系の形成 
○自動車の輸送分担率の増加による環境問題への対応が課題 
 

⇒低燃費自動車の開発、大量交通機関の利用促進、モーダルシフト等の物流効率
化等 

需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について（H10.6.9 運輸政策審議会総合部会 答申）② 

生活交通に関する施策 

35 



①生活交通の維持方策に関する基本的な考え方 

○需給調整規制廃止により、過疎地等の交通需要が尐ない地域では、サービスの休止・低下等が生じる恐れがあり、生活交通維持方策の検討が必要 

○参入についての仕組み：需要の尐ない交通分野における一時的な参入増加による生活交通全体のサービス低下が懸念さ
れることから、一時的又は部分的な参入を制限する仕組みが重要 
 

○退出についての仕組み：必要な生活交通サービスの維持を図る観点から、退出の仕組みについても、参入についての仕組
みとの整合性を考慮して、一定の調整等の適切な仕組みが必要 

事業経営効率化を促進す
るための措置が必要 
 

・経営の透明化 

・効率的な事業主体への
交代 
・補助金最小化 
・コスト圧縮 
・収入確保 

 生活交通サービスの維持計画の策定、生活交通維持のための協議の仕組みづくり、自治体と交通事業者の契約によるサー
ビス確保、公的主体による生活交通サービスの供給等 

参入・退出についての仕組み 

地域における多様な手法による対応 

経営効率化の促進 

⇒なおそのサービス維持が困難な場合は、国・自治体の適切な分担・共同関係に基づいて適切な支援措置を行う必要 

○離島交通：海上交通、航空 

②安全の確保、消費者の保護方策等に関する基本的な考え方について 

（海上）離島における基本的かつ普遍的な交通手段 
（航空）近年における時間価値の高まり等の要因 

○陸上交通：バス・鉄道 

（バス）陸上生活交通における一般的かつ最低限の交通手段 
（鉄道）代替交通機関の確保が困難な場合に重要な位置づけ 

安全の確保 

上記の考え方を前提とし、それぞ
れのモードの相違・特色を考慮し
つつ、生活交通維持のための方
策を検討する必要 

○需給調整規制廃止により、「安全の確保」「消費者の保護」の面で利用者が不利益を被らないような方策の検討が必要 

①事業参入に係る制度のあり方 
事業内容の安全基準適合、安全な運行確保する事業遂行能力等の資格審査 
 

②事業運営に係る制度のあり方 
定期的な事業者の安全性保持に関する確認、安全上不適切な場合の行政処分 
 

③利用者への情報提供のあり方 
事業者による正確な情報公開の促進、安全に関する情報の集約・公開 
 

④事業者の責務・交通従事者の資質の確保等 
（事業者）運行管理体制や安全教育訓練体制の充実、事故等の体制整備等 
（交通従事者等）資格制度の継続、専門家の育成等  

①事業参入に係る制度のあり方 
損害賠償能力の審査、運送約款の簡略化・公開、運賃面での配慮 
 

②事業運営に係る制度のあり方 
意見・苦情への対応体制の明確化、苦情の多い事業者に対するヒアリング・
是正勧告 
 

③利用者への情報提供のあり方 
利用者の判断基礎となる情報公開の促進、行政による集約・提供 
 

④高齢者障害者等への対応 

消費者の保護 

需給調整規制廃止後の交通運輸政策の基本的な方向について（H10.6.9 運輸政策審議会総合部会 答申） ③ 

生活交通に関する施策 
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 地域公共交通の活性化及び再生のため、主体としての市町村の責務や、市町村が主体的な役
割を果たす旨を明確化するとともに、市町村が地域における主体的な取組及び創意工夫を総
合的に支援する制度を創設（平成１９年度）。 

活力ある都市活動、観光振興 

地域公共交通の活性化・再生の必要性 

住民の足の確保、ユニバーサル社会の実現 環境問題等への対応 

  

 基 本 方 針 （国のガイドライン）  

関連交通事業法の事業許可等の手続きの合理化等 

１．計画の作成・実施 

スキーム概要 

市町村 公共交通事業者 ※ 道路管理者 住民＊ 

協議会 

   主務大臣（国土交通大臣・総務大臣）は、地域公共交通の活性化及び再生に関する基本方針を策定 

注１ ＬＲＴ（Light Rail Transit） 
 低床・バリアフリー設計の新車の投入、屋根付きの快適な停留所、高速・定時性の確保等を組
み合わせた機能を備えた次世代型路面電車システム 
注２ ＢＲＴ（Bus Rapid Transit） 
 輸送力の大きなノンステップバスの投入、バス専用レーン、公共車両優先システム等を組み合
わせた高次の機能を備えたバスシステム 
注３ 公有民営※ 
 地方公共団体が鉄道線路を保有し、これを運行事業者に無償で使用させるもの 

港湾管理者 公安委員会＊ ※鉄道、軌道、バス、
タクシー、旅客船等 

２．新たな形態による輸送サービスの導入円滑化 

 

 

 

 

IMTS（ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄ） 
 
 

 

 

水陸両用車 
 

 

 等 

ＤＭＶ（ﾃﾞｭｱﾙ ﾓｰﾄﾞ ﾋﾞｰｸﾙ） 
・軌道と道路の両方の走行が可能な車両 ・磁気誘導による専用 

  道路部分と一般道路 

  の両方を走行する車両 

等 

※国家公安委員会、環境大臣に協議 

 国  

 に 

 よ 

 る 

 総 

 合 

 的 

 支 

 援 

・協議会の参加要請応諾義務 

 （＊公安委員会、住民は除く） 

・計画策定時のパブリックコメント実施 

・計画作成等の提案制度 

・協議会参加者の協議結果の尊重義務  

・計画策定経費支援 

・関係予算を可能な限り重点 

 配分、配慮 

・地方債の配慮 

・情報、ノウハウの提供 

・人材育成         等 

予 算 等  

法律上の特例措置 
・ＬＲＴ整備に関する軌道事業の上下分離制度の導入 
・ＬＲＴ車両購入費、ＢＲＴの車両購入費、オムニバスタウン計画に基づく施設整

備事業等について自治体助成部分の起債対象化 
・鉄道再生実施計画作成のための廃止予定日の延期 
・鉄道事業における「公有民営」方式の上下分離を可能とする特例※ 
・関連交通事業法の事業許可等の手続きの合理化         等 

 【地域公共交通特定事業】 

   ・ＬＲＴの整備  ・ＢＲＴの整備、オムニバスタウンの推進 

     ・海上運送サービスの改善  ・乗継の改善  ・地方鉄道の再構築 

※は第１６９国会で成立した一部改正に関する部分（平成２０年１０月１日施行） 

乗合タクシーやコミュニティバス 

鉄道活性化 乗継円滑化 

海上運送高度化 

ＬＲＴ整備 

ＢＲＴ整備 

  地域の関係者が地域公共交通について総合的

に検討し、地域のバス交通の活性化や地方鉄道
の活性化など地域住民の移動手段の確保、都市
部におけるＬＲＴやＢＲＴの導入や、バスの定時
性・速達性の向上、乗継の改善等、地域公共交通
のあらゆる課題について、当該地域にとって最適
な公共交通のあり方について合意形成を図り、合
意に基づき各主体が責任を持って推進。国は、こ
れを総合的に支援。 

地域公共交通総合連携計画 
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 
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 ◇ 鉄道、バス・乗合タクシー、旅客船等の実証運行（航） 
   ・ 鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行 
   ・ コミュニティバス・乗合タクシーの導入、路線バス活性化の実証運行 
   ・ 空港アクセス改善（空港アクセスバスの実証運行等） 
   ・ 旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の実証運航   等 

  ◇ 車両関連施設整備等 
   ・ バス車両購入費、車両・船舶関連施設整備、バス停等待合環境整備、 
    デマンドシステムの導入、ＬＲＶ（低床式軌道車両）の導入  等 

 ◇ スクールバス、福祉バス等の活用  
 ◇ 乗継円滑化等 
    ・ 乗継情報等の情報提供、ＩＣカード導入、Ｐ＆Ｒ・Ｃ＆Ｒの推進 等 

 ◇ 公共交通の利用促進活動等 
    ・ レンタサイクル、イベント、広報、乗継割引運賃・周遊切符等の 
       システム設計 等 

 ◇ 新地域旅客運送事業の導入円滑化      
 ◇ その他地域の創意工夫による事業 

（例） 
地域公共交通活性化・再生総合事業計画  （３年） 

＜制度の特徴＞ 【計画的取組の実現】 
 ・計画に対する補助で、計画的な事業実施が可能 
   

【協議会の裁量確保】 
 ・事業をパッケージで一括支援 
 ・メニュー間、年度間における柔軟な事業の実施 
 

【地域の実情に応じた支援の実現】 
 ・地域の実情に応じた協調負担の実現 
 

【事業評価の徹底】 
 ・成果を事後評価し、効率的・効果的な事業実施を確保  

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 （平成１９年１０月１日施行） 

 ・ 協議会の参加要請応諾義務 
 ・ 計画策定時のパブリックコメント実施 
 ・ 計画作成等の提案制度 
 ・ 協議会参加者の協議結果の尊重義務  

 

地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画 
 

市町村が策定 

市町村 公共交通事業者 地元企業 住民 等 学校・病院等 

＜制度の特徴＞ 

法定協議会 

地域公共交通総合連携計画（法定計画） 

うち協議会が取り組む事業 

地域公共交通活性化・再生総合事業による支援 

①「地域公共交通総合連携計画」 

   （法定計画）策定経費     定額 

②総合事業計画に定める事業に 

  要する経費 

 ・実証運行（航） １／２ 

 ・実証運行（航）以外の事業 １／２※    

  ※政令市が設置する協議会の取り組む 

        事業 １／３ 

協議会が策定 

策定支援 

取組支援 
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生活交通に関する施策 

地域公共交通活性化・再生総合事業（平成２０年度～２２年度） 
 活性化法の成立を受け、地域公共交通の維持方策に試行的に取り組み、本栺導入を目指す地 
 域の協議会に対して補助する制度を創設。 



生活交通に関する施策 

地域公共交通活性化・再生総合事業の認定件数 
 全国で４３６件を認定（平成２２年度）。 

  区分 北海道 東北 北陸信越 関東 中部 近畿 中国 四国 九州 沖縄 合計 

自動車 
調査 10 7 4 11 8 7 6 4 11 1 69 

計画 24 22 52 46 30 44 22 12 47   299 

鉄道 
調査   1 2 2     2 2     9 

計画   7 4 4 5 3 2 2 6   33 

旅客船 
調査   1     1 1   1 2   6 

計画     1   2 1 3   12   19 

航空 
調査                     0 

計画                 1   1 

合計 34 38 63 63 46 56 35 21 79 1 436 
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 平成２２年度末時点での総合連携計画策定件数は４６０件（全市町村の約３８％が関係）で
あり、策定件数は年々増加。 

 「集落地等における生活交通の確保」が６３％と最も多い。 

■市区町村における総合連携計画策定の動向 

263 

398 
460 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

平成２０年度末 平成２１年度末 平成２２年度末 

 地域公共交通総合連携計画の策定件数は、平成
２２年度末時点で４６０。（※） 

 これらの計画には６７５の市町村が関係（複数の
市町村で計画を策定している場合があるため）。全
市区町村１，７４７の３８％。 

生活交通に関する施策 

市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状① 

（件） 
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（※）平成２３年８月時点で本省に送付があった件数 
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 取り組みの内容としては、「コミュニティバス」が７２％を占め最も多い。 
 取り組みの目的としては、「住民、来訪者の移動手段の確保」が６９％で最も多い。 
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生活交通に関する施策 

市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状② 
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図 交通モード別協議会数 
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※複数選択 

〈事業の目的〉 

図 事業の目的（計画事業） 
※複数選択 

n=81 

出典：国土交通省「地域公共交通の活性化・再生の進め方に関する調査」 



 組織体制の整備に意識が向けられつつあるが、依然として、人材丌足が課題。 
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平成19年度 平成21年度

図 地域公共交通の活性化等への取組みの課題 
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図 公共交通専任担当者数の割合 
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生活交通に関する施策 

市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状③ 

出典：国土交通省「地域公共交通の活性化・再生の進め方に関する調査」 



 市区町村は、地域公共交通の活性化等の取組みに際し、計画策定の重要性を理解し、策定方
法に関する情報を必要としている状況。 

○市区町村には、採算性だけでサービスの有無を判断できない 
地域公共交通が存在 

65.9
%

32.7
%

1.5%

運行している

運行していない

不明

n=1444
58.9

%

39.7
%

1.4%

継続意向あり

不明

未回答

n=951

 現在、全国の市区町村の約2/3の地域で、コミュニティバスやデマン
ドタクシーなど市区町村等が運営する地域公共交通が存在。その実
態は、高齢者等の移動制約への対応として運営するものが多い。 

 そのため、運営状況は、需要が尐なく、補助金で賄う部分が多く採算
性が悪い状態にあるが、取組む市区町村は、「地域の問題」への対策
として、今後も取組みを続ける必要があるという意識が高い。  図 市区町村等が運営する 

地域公共交通が存在する割合 

図 運行の存続意向の割合 
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各種交通システムの仕組み 

国の支援制度 

他地域における事例等 

計画の立て方 

平成 21 年度調査 

○市区町村は、地域公共交通の活性化等の取組みに際し、計画策定方法への情報を必要としている 

 地域公共交通の現状把握、目標設定や
評価基準の設定など、地域が自立し、継続
的に地域公共交通サービスの確保に取組
むための計画策定について悩む市区町村
が増加しているものと考えられる。 

  

→計画策定の重要性に市区町村が気付き
始めたことの表れ 

2.2% 

0.0% 

3.6% 

5.1% 

23.4% 

40.1% 

44.5% 
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59.3% 

61.0% 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 

その他 

特に必要無い 

コンサルタントの紹介 

相談者の紹介 

各種交通システムの仕組み 

地域関係者との合意形成方法 

都道府県の支援制度 
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国の支援制度 

平成 19 年度調査 

図 地域公共交通の活性化等に取組むにあたって市区町村が必要と考える情報の比較 
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市区町村における総合連携計画策定の取組みの現状④ 

出典：国土交通省「地域公共交通の活性化・再生の進め方に関する調査」 



 人口減尐、急速な尐子・高齢化の進展、地球温暖化等といった社会環境的背景に加え、地域
の移動を支える公共交通事業者は厳しい経営状況にあり、地域公共交通サービスを維持・活
性化することが喫緊の課題。 

取組み改善 

地域の現状・課題の把握、具体的な取組みの
目標の設定 等 

地域特性・交通特性の把握、需要予測、解決
すべき課題の把握 等 

運行形態の検討、事業者との合意形成 等 

指標の設定、目標達成状況の評価、未達成時
の原因分析、改善策の検討 等 

「問題の把握」プロセス 

「目標の設定」プロセス 

「計画の策定」プロセス 

「評価・分析」プロセス 

公共交通に関する取組み 

図 公共交通に関する体系的取組みのイメージ 
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生活交通に関する施策 

総合連携計画策定に当たっての論点【総論】 



○既存統計データを活用し、地域の現状を分かりやすく整理 ～茨城県古河市～ 

○事例のポイント 

・既存の統計データの活用や、視覚的なわかりやすい表現を活用することにより、行政と市民が地

域の課題について共通認識を持つことができた。 

●具体的事例 

表 古河市の地域別商店数および年間販売額の推移 

年間 年間 年間
販売額 販売額 販売額

平成 852 7,950 403 5,654 313 3,046
11年 (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
平成 802 7,327 390 5,601 292 2,636
14年 (94.1%) (92.2%) (96.8%) (99.1%) (93.3%) (86.5%)
平成 762 6,618 376 5,200 276 2,724
16年 (89.4%) (83.2%) (93.3%) (92.0%) (88.1%) (89.4%)

※年間販売額の単位は千円/年

古河地区 総和地区 三和地区

商店数 商店数 商店数

出典：古河市地域公共交通総合連携計画（改訂版） 
図 古河市の高齢者分布とバス停勢圏 

出典：古河市地域公共交通総合連携計画（改訂版） 

中心市街地の活力が低下している
状況を把握するため、既存の統計
データを活用し、地域の現状を把
握した。 
町丁目別人口データを視覚的に表

現することにより、高齢者の分布
状況が一目瞭然となり、バス路線
から離れた地域にも高齢者が多く
分布している状況がわかった。 
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 統計データや視覚的表現を活用するなど、地域の現状をわかりやすく整理し把握するべき。 
総合連携計画策定に当たっての論点【①問題の把握】 

 公共交通の活性化等の取組みに向けては、地域の現状を把握することが必要。 



●具体的事例 

○一つの生活圏域を構成する複数町村間のバスネットワークを再構築するため、複数町村と県および学識
経験者による協議を重ね、町村界を越えたバスネットワークの再編を実現 
 ～愛知県北設楽郡（設楽町、東栄町、豊根村）～ 

図 設楽町と東栄町の共同運行により、田口(設
楽町)から本郷(東栄町)までの直通運行が実現
（写真は田口バス停を出発する東栄町の車両） 

提供：設楽町企画課 

○事例のポイント 
・町村の枠を越えた広域的な地域公共交通の問題の解決に向け、地域に適した公共交通ネットワー
クを構築するため、隣接町村、県、学識経験者が連携して協議を進めることにより、一つの生活圏
域を構成するのに適したサービスの内容や水準を検討することができた。 

 公共交通に関する取組みは町村間の連携がとれていなかっ
たことから、３町村が一つの生活圏域として機能しない状態が
発生。 

 そこで、３町村合同での検討を進めるとともに、愛知県、学識
経験者にも協議に加わってもらい、北設楽郡としての公共交通
のあり方を検討することとした。 

 検討の結果、主要集落からは乗り継ぎなしで、圏域の主要拠
点である田口高校、東栄病院にアクセスできる町村界を越えた
バスネットワークの再編を実現し、圏域の一体化に寄与した。 
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生活交通に関する施策 

総合連携計画策定に当たっての論点【②目標の設定】 
 公共交通ネットワークの見直しを検討する際には、地域に適した公共交通サービスの内容 
 やその水準について、改めて検討することが必要。 



●具体的事例 

○住民主体の勉強会を継続的に実施し、コミュニティタクシーの本運行を実現 ～山口県山口市～ 

図 山口市のコミュニティタクシー導入への取組み体制と役割分担 

 

地域、事業者、行政の連携と役割分担 
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提供：山口市交通政策課 

○事例のポイント 
・山口市では、市の計画においてコミュニケーションのかたちを市民へ公表し、適合する市民の活
動へは積極的にコミュニケーションを図るようにしている。 

・場合によっては、学識経験者など第三者が効果的に協議に加わり、行政と住民のコミュニケー
ションをサポートすることにより、円滑な協議を実現している。 

 山口市では、地域から声がかかれば、どこでも積
極的に勉強会を設定し、会への参加をはじめ、地
域活動を支援するかたちでコミュニケーションを
行っている。 

 市と住民というように、当事者間では意思の疎通
がうまくいかない場合でも、学識経験者が多くの事
例や工夫を住民へ紹介することにより、住民も安
心感を持ち、理解を得やすくなる。市区町村は、行
政の位置づけと役割を明確にし、地域住民の考え
方を尊重して取組みを進めることも重要。 
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 第三者を協議に加えるなどの工夫をしつつ、住民とコミュニケーションをとることが必要。 
総合連携計画策定に当たっての論点【③計画の策定】 

 計画の策定においては、住民とのコミュニケーションを図りながら検討することが必要。 



●具体的事例 

図 佐野市のコミュニティバス「さーのって号」 

提供：佐野市交通生活課 

○事例のポイント 
・運行計画の見直し基準（１人／km）を下回った場合、３回にわたって、路線、運行形態、運行頻
度、使用車両等の見直しを実施している。 

佐野市では、運行計画の見直し基準を設けており、平均乗車密度
が１人／km以下になった場合、政策手段の見直しを行うこととしてい
る（廃止の検討も含む）。 

基準値を下回ったからといって即廃止というわけではなく、数値に表
れない定性的な指標による評価もあわせて行うことが必要と考えてお
り、市民への配慮も必要不可欠であると考えている。廃止を含めた判
断については、定量、定性の両面から法定協議会において協議を行
っている。 

見直しの第１段階として、市民ニーズを反映した市内バス路線の全
面的なダイヤ改正を実施した。  
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生活交通に関する施策 

総合連携計画策定に当たっての論点【④評価・分析】 

 目標が達成できなかったときは、原因を分析し、改善に向けた取組みを行うことが必要。 

○具体的な政策手段の見直し基準を設定し、改善に向けた取組みを実施 ～栃木県佐野市～ 



国土地理院発行２０万分の１地勢
図より 

第一展望台 

屈斜路湖 

摩周湖 

環境負荷の小さい 

摩周湖アクセスの確立 

弟子屈市街
地 

バス路線の再編・ダイヤの見直しによる 

利便性の向上・観光交通としての活用 

川湯温泉駅 
川湯温泉街 

町内周遊フリーパスの発行 

ボランティアガイド 

体制の充実と組織化 

バス路線の再編・ 

ダイヤの見直し 

摩周駅 

ボランティアガイド 

体制の充実と組織化 

 多くの観光客が訪れる地域特性を踏まえ、「えこパスポート」（ＪＲと町内路線バスを２日
間乗降自由、無料レンタサイクル・手荷物預かり等）を発行。 

 「えこパスポート」の販売等を町民自ら担当するなど、公共交通を核に住民の連携が展開さ
れ、コミュニティとしての一体感を高揚させることにも寄不。 

 弟子屈町地域公共交通活性化協議会 
生活交通に関する施策 

弟子屈町 
平成２０年３月１０日設置 
平成２１年３月１３日連携計画策定 

○環境負荷の小さい摩周湖アクセスの確立（２１年度～ ）  
 【摩周・屈斜路環境にやさしい観光交通実証運行】 

 ・摩周駅－第一展望台、屈斜路ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ－第一展望台間の２つのバス路
線を実証運行し、公共交通機関のアクセスを充実 

・バイオディーゼル燃料（ＢＤＦ）搭載による環境負荷の低減 

【弟子屈2Daysえこパスポートの発行】 

・ＪＲ釧網線（川湯温泉～摩周駅）と町内全ての路線バスが1,000円のみで2

日間乗り放題 

・レンタサイクルの無料貸出特典（一部路線バスにも搭載可） 

・手荷物無料預かり、宿泊先への無料搬送特典 

・町内70の協賛施設での飲食・宿泊等料金の割引特典 

○バス路線の再編・ダイヤの見直しによる利便性の向上・観光交通と
しての活用（２１年度～ ）  

・通学や通院、買物、観光などバスの利用目的に応じた路線 の再編やＪＲと
の接続を考慮したダイヤの見直しを行いながら地域公共交通と観光交通と
の融合・連携を目指す。 

○ボランティアガイド体制の充実と組織化（２１年度～ ）  
・来訪者への地域情報の提供やおもてなしの観点から、総合インフォメーショ

ンセンターを駅舎内に設置し、ＪＲにより来訪する観光客へ、町民ボランティ
アガイドがバスの接続案内や着地型観光の情報発信を行うための体制の
充実と組織化を行い、 地域交通の魅力向上と利用促進を図る。 

 弟子屈町は、摩周湖、屈斜路湖等の景勝地を有し毎年多くの観光客が訪れるが、通過型観光が主流であるとともに、その多くがマイカーを利用する
ため、排気ガスによる自然環境への負荷が懸念され、また、高齢者等の貴重な交通手段である路線バスも近年利用者数は減尐傾向であることから、
環境負荷の小さい摩周湖アクセスの確立、生活路線の維持に向けたバス路線の再編・ダイヤの見直しによる利便性の向上・観光交通としての活用、
ボランティアガイド体制の充実と組織化等を行い、魅力ある公共交通の創出と利用促進を図ることにより、環境にやさしく、生活交通と観光交通が一体
となった地域交通体系の構築を図る。 
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 市内バスの幹線において、公営・民営交通の共同運行による高頻度・等間隔運行等を戦略的
に実施するほか、分かりやすい行き先表示（路線ナンバリング）等を実施。 

 住民、交通事業車、市が三位一体で既存路線の再編に取り組む「育てる公共交通（協働交
通）」を推進。 

  八戸市地域公共交通会議 
生活交通に関する施策 

平成１９年６月１３日設置 
平成２１年３月１８日連携計画策定 

青森県 

八戸市 

○ 市内幹線軸等間隔運行・共同化プロジェクト（八戸駅～中心街） 
・八戸市交通部と南部バスの共同運行 

・運行ダイヤの平準化（10分等間隔） 

・共通定期券制度の創設 

・バス時刻表、行き先表示、バス乗り場の統一化 

○小型乗合交通ビジネスモデル化プロジェクト 

 ・夜間の小規模需要時間帯に新幹線駅から中心街までの区域において、乗
合タクシー「シンタクン」を運行 

市内幹線軸の便利さ向上！ 

○「育てる公共交通」（協働交通）構築プロジェクト 
 主に市単独補助路線などを対象に沿線市民等の積極的関与を前提と
して必要不可欠な「移動確保」を図るとともに、沿線市民等やサービスプ
ロバイダー（乗合交通事業者）による「努力」を還元できるような支援ス
キームを確立する。 

「地域の生活に使える」公共交通モデルへの転換！ 

○企画乗車券企画・商品化プロジェクト 
 小グループで利用可能なお得感のある一日乗車券などの商品を企
画し、期間・地域限定での試行を行なう。 

「手軽に乗れる」バスサービスの実現！ 

○「バスマップはちのへ」発行プロジェクト 
 ３事業者共通のバスマップを発行し、試供的に転入者等に提供する
とともに、モビリティ・マネジメント・ツールとしての活用方策を検討す
る。 

○来街者対策バス情報案内プロジェクト 
 中心市街地において、路線バスに関する「わかりやすい」のりば案
内や行先案内等の情報を提供する。 

まちなか公共交通の「わかりやすさ」倍増！ 
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生活交通に関する施策 

 三条市地域公共交通協議会 
 市タクシー協会加盟全５社と連携し、デマンドタクシーを市内全域に拡大。「事前登録が丌

要」「市外の人も利用可能」などフレキシブルな運行方法を確立し、利用者増と行政負担の
削減を同時に実現。実証運行結果や利用者ニーズを踏まえながら、①使用車両、②予約シス
テム、③料金設定等について仕組みを抜本的に見直すなど、ＰＤＣＡサイクルを確立。 

平成１９年１１月９日設置 
平成２０年３月２７日連携計画策定 

市街地 

下田地区 

（山間部） 

循環バスの 
デマンド化 

高校生 
通学ライナー 

下田地区 
デマンド交通 

三条市全体図 

○下田地区デマンドバス実証運行 

 下田地区の利用者の自宅と目的地を対象と
した定時デマンド運行（長沢駅跡でバス路線と
接続） 

 ・予約方法：電話 

 ・システム：東京大学大和システム 

 ・主な利用目的：通院、買い物、日帰り入浴 

 ・使用車両：ジャンボタクシー 

○高校生通学ライナー実証運行 

 基幹バスと連携させた市街地への高校通学に特化
した定時定路線運行 

 ・主な利用目的：通学 

 ・使用車両：大型バス、中型バス 

三条市 

○循環バスのデマンド化実証運行 

 市街地のバス停を対象としたデマンド運行 

 ・予約方法：電話 

 ・主な利用目的：通院、買い物 

 ・使用車両：タクシー車両 

○地域コミュニティバスの実証運行 

 地域で運転手を確保し、乗降場所
を設定して行う定時定路線運行 

 ・主な利用目的：通院、買い物 

 ・使用車両：ワゴン車両 井栗コミュニ
ティバス 
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 市町村合併後、地域により生じた公共交通ネットワークの丌均衡の解消に向け、１次交通
（ＪＲ、高速バス）と２次交通（幹線としての快速バス、支線としてのデマンドタクシー）
の機能と役割を明確にし、病院などの多様な主体が参画して、利便性の高い公共交通体系を
構築。 

 南房総市地域公共交通活性化協議会 
生活交通に関する施策 

○ 活性化の目標・方向性 
・小規模需要地域等においては、運行地域の地形、集落の配置や

運行便数の補完を目的とし、デマンド型乗合タクシーによる支線
運行により、交通結節点においてバス路線との接続を重視した
運行により、効率的な再編を目指す。 

・地域住民の生活系交通と、来訪者の観光系交通を融合させた地
域交通ネットワークを構築し、地域公共交通の維持と活性化を図
る。 

○ 事業の内容  
【快速バス「うらら」の実証運行（２０年１０月～）】 
・鉄道や高速バスとの接続ダイヤを考慮 
・高速バス、快速バス、路線バスの結節点である枇杷倶楽部バ 
 ス停では、バスポールを一本化し、時刻表等をわかりやすく改善  
・ＪＲ東日本の旅行商品に取り上げてもらうなど、観光客等の二次

交通として発揮 
【デマンド型乗合タクシーの実証運行（２１年１０月～）】 
・市内全てのタクシー事業者の参画し、既存の設備を利用して共同

運行する仕組みを構築 
・沿線の病院とタイアップし、受診した帰りの乗車券を病院で負担す

るなどの協力を受ける 

○合併前の旧町村の事情により廃止代替バス等が運行されているが、サービス水準の違いがあるほか、ネットワークが充分でない状況
にあり、合併後の公共交通ネットワーク構築の住民ニーズが高い。 

○地域内交通のネットワーク構築を目指し、乗合バスを含めた全ての交通について南房総地域全体を俯瞰した広域的交通環境の整備
を推進し、幹線としての快速バス「うらら」の実証運行を開始した。また、小規模需要地域における実情に合わせた運行形態として、デ
マンド型乗合タクシーの実証運行を開始した。 

計画事業（３年目）  南房総市 
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 「創ろう！守ろう！みんなの公共交通～子や孫の代まで続く公共交通にしよう！～」を基本
理念に、検討段階から住民が主体となって議論を行い、交通丌便地域へのコミュニティタク
シー導入を提案し、市内８地域について実証運行から本栺運行へと移行。 

 山口市公共交通委員会 
生活交通に関する施策 

２）わかりやすい公共交通情報の提供 
 公共交通の利用のバリアのひとつである、情報の不足を解消するため
に、市内の公共交通を網羅したわかりやすい情報の提供を行う。 

①鉄道・バス共通の総合的な交通マップ、時刻表の更新・配布を行う。 

②インターネットによる公共交通の情報（地図情報、ダイヤ情報）の提供
を行う。 

１）コミュニティタクシーの導入 
 交通不便地域の交通弱者の移動手段を確保するため、地域住民が主
体となってコミュニティタクシーの導入を進める。 

①本格運行への移行を判断するため、１年間の実証運行を行う。 

 徳地藤木地区「藤木おたっしゃ号」 

②交通体系の整備方針に基づき、コミュニティ交通に該当する地域への 

  新規のコミュニティタクシー導入を支援する。 

３）公共交通を利用する動機付けとなる事業 

 公共交通の利用を促進するために、公共交通に対する市民の意識の
高揚や利用の動機付けとなる事業を実施する。 

①市民公共交通週間を設定し、イベントの開催や啓発チラシの配布を行 

 い、公共交通に対する理解を深め、愛着、関心を喚起する。 

②パークアンドライド実証実験事業を行い、公共交通利用への動機付け 

 や、新たな需要の創出を図る。 

平成２０年２月１日設置 
平成２０年３月７日連携計画策定 

【構成団体】山口市、学識経験者、自治会連合会、公募市民、社会福祉協議会、商工会議所、交通事業者、関係行政機関等 
【目   標】市民生活と都市活動を支える公共交通の確立 
【基本方針】①基本理念 創ろう！守ろう！みんなの公共交通～子や孫の代まで続く公共交通にしよう！ 
        ②取組姿勢 市民、事業者、行政みんなが主役となって、それぞれの役割を果たし、協働して創り育てる 
【整備方針】基幹交通とコミュニティ交通に機能分担したメリハリある交通体系の構築 

コミュニティタクシー 藤木おたっしゃ号 山口市公共交通マップ 

   山口市総合時刻表 

公共交通週間啓発イベント バス乗り方教室 

山口市 
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期間限定の 

立ち上げ支援                                           

これまでの地域公共交通 
に係る国の支援策 

 広域幹線等 

に限定                                       

事後的な 

補助が中心                                           

地域公共交通バリア解消促進等事業  

・ バス、タクシー、旅客船、鉄道駅、旅客ターミナルのバリアフリー化等を支援 

・ 地域鉄道の安全性向上に資する設備整備等を支援 

・ バリアフリー化されたまちづくりの一環として、ＬＲＴ、ＢＲＴ、ＩＣカードの導入等公共交通の利
用環境改善を支援                                

地域公共交通調査事業 

 ・ 地域の公共交通の確保・維持・改善に資する調査の支援等                             

地域公共交通確保維持事業 

・ 存続が危機に瀕している生活交通のネットワークについて、地域のニーズを踏まえた最適な交
通手段であるバス交通、デマンド交通（※）、離島航路・航空路の確保維持のため、地域の多様
な関係者による議論を経た地域の交通に関する計画等に基づき実施される取組みを支援 

      

     ○都道府県を主体とした協議会の取組みを支援 
      ： 地域をまたがるバス交通ネットワーク、離島航路・航空路の確保・維持 等 
     ○市町村を主体とした協議会の取組みを支援 
      ： 幹線交通ネットワークと密接な地域内のバス交通・デマンド交通等の確保・ 
         維持 等 
    
  ※ 利用者の個別の需要（デマンド）に応じて、需要を集約した上で、ドア・ツー・ドア型輸送サービスを 

         提供する形態の乗合輸送 

23年度予算：305億円（皆増） 
 （前年度関連予算との比較 1.42倍） 
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地域公共交通確保維持改善事業～生活交通サバイバル戦略～（２３年度新規） 

生活交通に関する施策 

 生活交通の存続が危機に瀕している地域等において、地域の特性・実情に最適な移動手段  
 が提供され、また、バリアフリー化やより制約の尐ないシステムの導入等移動に当たっての 
 様々な障害（バリア）の解消等がされるよう、地域公共交通の確保・維持・改善を支援。 



生活交通に関する施策 

地域公共交通への財政支援における国の役割 

地域公共交通確保維持事業 

・ 地域のバス交通等自動車交通、離島交通の運行（航）に対し、 効率的 
 運行を前提とした事前算定による予測収支差の１／２を国が補助。 
 

 ※予測収支差のうち残り１／２については、関係者による合意を経て地域が支援 
   （地方自治体が補助を行うケースが多い） 

○地域間幹線系統 
  ・複数市町村にまたがる路線定期バス。 
   （※複数市町村：平成１３年時点） 

  ・経常赤字が見込まれるもの。 
  ・１日当たりの計画運行回数が３回以上。 
  ・輸送量が１５～１５０人／日と見込まれるもの。 等 

陸 上 交 通 （ バ ス ） 離 島 交 通 

○離島航空路 
  ・海上運送等の主たる代替交通機関のよる所要時間が概ね２時間以上。 
  ・日常拠点性を有し、住民の日常生活に不可欠な離島航空路。 
  ・経常赤字が見込まれるもの。  等 

○離島航路 
  ・唯一航路である離島航路。 
  ・赤字が生じている航路。 
  ・旅客のほかに貨物（離島の生活物資等）の輸送も担う離島航路。 等 

○地域内フィーダー系統 
  ・補助対象地域間幹線バス系統のフィーダー系統又は、 
   過疎地域等など交通不便地域の地域間交通ネットワーク 
   のフィーダー系統。 
  ・路線定期・不定期バス、デマンド交通等。 
  ・経常赤字が見込まれるもの。 等 

生活交通ネットワーク計画 ・・・地域の関係者（地方自治体、交通事業者、 
   住民、利用者等）による議論を経て策定。 

地域公共交通バリア解消促進等事業 

【参考：交通基本法】 
 第１６条： 国は、国民等が日常生活及び社会生活を営むに当たって必要不可欠な通勤、通学、通院その他の人又は物の移動を円滑に行うことができるようにするため、離島に係る 
        交通事情その他地域における自然的経済的社会的諸条件に配慮しつつ、交通手段の確保その他必要な施策を講ずるものとする。 
 第２８条： 地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくりその他の観点を踏まえながら、当該施策相互間の連携 
        及びこれと関連する施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に実施するものとする。 

・ 交通施設のバリアフリー化、利用環境改善、地域鉄道 の 
 安全性向上に資する設備整備等に対し、整備費等の 

   １／３を国が補助。 
 ※整備費等のうち、残り２／３については関係者による合意を経て地域 

      が負担 （地方自治体が補助を行うケースが多い） 

補助対象・要件（概要） 

国による財政支援（「地域公共交通確保
維持改善事業」）、 
合意形成に対する技術的支援 

地 域 公 共 交 通 確 保 維 持 改 善 事 業  

■ 地域の生活交通の広域ネットワークの確保維持は国の役割。このため、広域ネットワーク 
 の基幹交通である地域間バス交通、離島航路・航空、基幹交通と密接なフィーダー交通を一 
 体的・継続的に支援する。 
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生活交通に関する施策 

地域公共交通確保維持改善事業の活用例（北海道当別町の例） 

 広域ネットワークの基幹系統である「あいの里線（地域間幹線（バス））」とこれに接続 
   する「金沢線」、「みどり野線青山線」、「市街地循環線」を地域内フィーダー系統とし 
     て生活交通ネットワーク計画を策定。これらの運行について国が支援する。（予定） 
 地元の協議会において、当別町を中心とした関係者間で路線や利用促進策の協議を実施。 
   国も構想・調査段階から支援。 

・ 

【当別町・生活交通ネットワーク路線イメージ】 

【陸前高田市】 

【各路線の概要】 
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生活交通に関する施策 

東日本大震災に係る「地域公共交通確保維持改善事業」の対応措置について（バス等陸上交通確保維持関係） 

         東日本大震災で直接的に甚大な被害を受け、生活交通の確保維持が必要な市町村を地方運輸局長が毎年度指定。 

○補助対象事業 
 ・ 避難所・仮設住宅・残存集落や新規住宅と、医療・買い物・公的機関

等の間の日常生活の移動確保を目的とする地域内輸送等  
  〈補助率〉  
    定額補助  
（１）特例措置 
 ①上限額の緩和：一地域の上限額を2,000万から 3,500万に緩和 
 ②実証調査期間の緩和： 
  短期間を緩和し、調査期間中の実証調査（無償運行を含む。） 
  可能化 
 ③補助対象期間の弾力化 ： １年間から、最大３年間に緩和 
 ④補助対象者の弾力化： 
  協議会に加え、企画・検討・調査実施主体等を補助対象化 

 
 
 
 
 
 
（２）特例措置の期間 
 ・ 平成２３～２５年度予算（３年間） 

地域内輸送 地域間輸送 

            ・地域間輸送は確保維持事業の要件緩和で対応。地域内輸送は調査支援事業の要件緩和で対応。（下記） 
            ・手続面での最大限の弾力化（事業実施主体、協議会、計画策定・変更、申請書類、申請期限等） 

対象地域 

基本方針 

○補助対象事業 
・ 「地域間幹線系統確保維持事業」（新制度）及び「地バス補助経過措

置」（旧制度）の各種要件を緩和した地域間輸送 
  〈補助率〉 
    収支差等の１／２ 
（１）特例措置     

 ①輸送量要件の緩和： 
  「１日当たり輸送量１５人以上」の要件を既に地バス補助を受け   
  ている系統と下記②の系統には不適用 
 ②補助対象系統の緩和等： 
  地域間幹線系統機能を一時的に分担する系統を補助対象化      
  するとともに、これらの系統を貸切・乗用乗合許可や自家用有 

  償旅客運送により運行する場合も補助対象化 
 ③密度カットの緩和 ：平均乗車密度５人未満でもカットせず 
 ④競合カットの緩和 ：競合区間部分をカットせず 
 ⑤バス車両補助の弾力化： 
  バス車両の取得について、現行の減価償却費等補助に加え、 
   購入費補助を追加し、選択可能に。中古車の補助対象化。 
 
（２）特例措置の期間 
  ・ 平成２３～２７年度予算（５年間） 

 東日本大震災により直接的に甚大な被害を受けた地域を対象として、バス等陸上交通の確  
 保維持について、補助要件の緩和などの特例措置を実施。 
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（参考）各国の地域公共交通に関する制度 

出典：国土交通省調べ 58 

生活交通に関する施策 

  日本 フランス ドイツ イギリス アメリカ 韓国 

交通権・移動権を 
規定した法律 

なし 
交通法典（１０） 

（国内交通基本法（８２） 
より移管） 

なし なし なし なし 

地域公共交通に 
係る計画制度を 
規定した法律 

地域公共交通の活性化・ 
再生に関する法律（０７） 

交通法典（１０） 
（国内交通基本法（８２） 

より移管） 
近距離交通地域化法（９６） ２０００年交通法 

1964年都市公共交通法 
 （MPOの策定手続を規定） 
1991年総合陸上輸送効率化
法 
 (ISTEA：MPOを充実強化） 

大衆交通育成利用促
進法（０５） 

上記計画の策定の 
義務化の有無 

任意※ 
※「作成することが 

できる」と規定） 

９６年改正国内交通基本法
により１０万人以上の都市
圏で策定義務化 

近距離交通地域化法（９６） 
  で策定を義務化 
計画の策定に係る細則は 
  州法で規定 

２０００年交通法で策定 
義務化 

MPOと州が長期計画と交通 
改善計画を策定することを 

義務化 
義務化 

地域公共交通に 
係る計画 

地域公共交通総合 
連携計画 

都市圏交通 
計画（PDU） 

交通計画 地方交通計画（LTP） 交通計画（ＴＰ） 

大衆交通基本計画（国） 
地方大衆交通基本計

画 （地方） 

地域公共交通に係る
特別の財源 
（中央政府） 

なし なし エネルギー税 
鉱油税（州政府に配分。 
一部が公共交通に使用） 

ガソリン税 

交通税（政令により、道
路67.5%、都市鉄道

13.5%、 
高速鉄道・空港9.0%、 

調整10.0%と配分） 

地域公共交通に 
係る特別の財源 
（地方政府） 

なし 

都市圏交通機構（AOTO） 
に交通税（VT）の課税権を
付与（交通税収入はインフ
ラ整備・運営費の双方に充
当可） 

近距離交通地域化法の制
定に伴い、エネルギー税の
一部を連邦から州の財源
に委譲 

道路利用者（Road User 

Charge)や職場駐車場へ
の駐車(Workplace 

Parking Levy)に係る課税
権限を付与 

公共交通運営団体に交通区
域内における売上税の課税権
を付与 

交通誘発負担金（主と
して 

交通安全施設整備） 

地域公共交通に係る
補助制度 

（平成２２年度） 
 地域公共交通活性化・ 
 再生総合事業、等 
(平成２３年度） 
 地域公共交通確保維持 
 改善事業、等 

トラム等のインフラ整備に
対する補助 

地方交通助成法（GVFG)に
基づく地域公共交通の関
連施設に対する補助 

LTPの審査・評価を通じた
補助 

SAFETEA-LUに基づくガソリン
税の配分制度 

地方分権交付税（一般
会計）等による支援あり 


